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は し が き 

 
 
 本報告書は、２００４年７月末にＷＴＯ(世界貿易機関)交渉のドーハ・ラウ

ンドの枠組み合意が成立したのを受けて、それが、我が国の農業・酪農にとっ

て、どういう意味を持つのか、また、我が国としては、今後どのような対応を

していく必要があるのかを検討する参考資料を提供することを目的として、九

州大学農学研究院鈴木宣弘教授とコーネル大学応用経済経営学部 Harry M. 

Kaiser 教授に依頼した調査研究をとりまとめたものである。 

 

第一章は、ドーハ・ラウンドの枠組み合意が、我が国の農業・酪農にとって、

どういう意味を持つのかについて論点整理したものである。 

第二章は、酪農により焦点を当てて、先進国において酪農産業が手厚く保護さ

れてきた本質的理由にさかのぼって整理した上で、枠組み合意に示された方向

性の下で、そのような保護が継続可能なのか、ドーハ・ラウンドが今後の酪農

生産に及ぼす影響について検証している。さらに、生乳の基礎的食料としての

位置づけや生乳生産の特質、市場の買い手寡占的性格、各国間の国際競争力の

差などをもとに、欧米諸国において酪農が手厚く保護されてきた背景が検討さ

れている。 

さらに、世界の酪農市場に大きな影響力を有する米国とカナダの酪農政策関係

者が、今回の枠組み合意をどう評価しているかを詳細にまとめている。 

 

これらの点については、我が国が今後のＷＴＯ交渉の中で、枠組み合意の具

体的内容を詰めていく過程で留意すべき点を示唆するものとして有用であろう。

とりわけ、我が国が、今後センシティブ品目の設定と代償措置の問題に対処す

るために、カナダとの連携が極めて有効である可能性が示唆される。生産者団

体レベルにおいても、より緊密な連携を図る必要があると考えられる。 

以上のような点を中心に、本報告書が、国際化の中での今後の我が国農業・

酪農のあり方を考えるために、多少なりとも参考になれば幸いである。 
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第 一 章 

 

ＷＴＯのドーハ・ラウンド枠組み合意をめぐる論点 

 

 

１. ＦＴＡ乱立への最低限の歯止め 

 

２００４年７月末に成立したＷＴＯ(世界貿易機関)交渉のドーハ・ラウンド

の枠組み合意は、文字通り「枠組み」合意であり、具体的な数値交渉は今後に

委ねられているし、対立点の多くを「玉虫色」にして先送りしている。しかし、

交渉が完全に暗礁に乗り上げるのを何とか回避した。 

農産物には、国家安全保障、地域社会維持、環境保全等といった多面的機能

があることを考慮すると、各国が一定水準の農業生産を確保する必要があり、

ＷＴＯであれ、ＦＴＡ(自由貿易協定)であれ、そのような外部効果を考慮せず

に農産物の貿易自由化の利益を単純に肯定することはできないという特質があ

る。したがって、貿易自由化を強く推進するというＷＴＯもＦＴＡも、そのま

ま無条件にそれを農業に適用できない点では同じである。しかし、特定国にの

み有利な条件を約束するＦＴＡが急速に増加する中、世界的な無差別原則に基

づくＷＴＯ交渉が完全に暗礁に乗り上げ、ＦＴＡによる差別待遇の錯綜が無秩

序に広がることは、国際通商秩序を維持する上で、非常に危険である。したが

って、それをとりあえず回避した意義は大きい。 

また、今回の枠組み合意には曖昧な点が多いとはいえ、農業分野においては、

①市場アクセス、②輸出補助金、③国内支持の各分野について、前回のＵＲ(ウ

ルグアイ・ラウンド)合意とは異なる方向性が、はっきりと打ち出されている。

ポイントは、①高関税品目グループほど削減率を高める階層方式を採用するが、

各国が指定するセンシティブ品目を一定程度除外できる、②輸出信用、食料援

助、輸出国家貿易等あらある形態の輸出補助金を期日を設けて全廃する、③貿

易歪曲度の高い国内支持が多い国ほど削減率を高める階層方式を採用し、品目

ごとの国内支持の上限を設定するといった点である。 

 

２. 市場アクセス 

 

（１）階層方式とセンシティブ品目の除外 

まず、市場アクセスについては、品目をグループ分けして、高関税の品目ほ

ど関税削減率を高くする階層方式の採用が合意されたが、これは、全体で３６%、

品目によっては最低１５%の削減とし、高関税品目に低い削減率が適用される結
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果になったＵＲ合意とは逆方向になっている。米国の主張してきたleveling the 

playing fields(競争条件の平準化=皆が同じ削減率というのは一見平等に見え

るが、保護水準の高い国と低い国との格差が縮まないので不平等であり、削減

後の水準が等しくなるように、保護水準の高い国の削減率を高めるのが公平な

方式) に沿うものである。 

ただし、代償措置(低関税枠の拡大等)の問題は残るものの、各国がセンシテ

ィブ品目を指定し、階層方式に基づく削減から除外することができることとな

った点は画期的である。 

 

（２）米国も本当は嬉しいセンシティブ品目の除外 

センシティブ品目の除外については、コメと乳製品だけでも例外にできれば

後はやむを得ないかと覚悟を決めかけていた我が国にとっては、「予想外」の緩

やかな結果を得たことになるが、実は、米国も内心ホッとしていることも忘れ

てはならない。ご案内のとおり、米国は砂糖、乳製品(の一部)等、豪州とのＦ

ＴＡでもほぼ完全除外したセンシティブ品目を抱えている。オセアニア以外の

先進国は乳製品に代表されるセンシティブ品目をそれぞれ抱えており、日本等

に「貸し」をつくった形で、実は自らの高関税品目を守ることに成功した点が

巧妙である。 

 

（３）カナダはベスト・フレンド? 

カナダは、当初から、「カナダの穀物のように輸出指向の極めて強い品目は、

貿易を歪曲しないように関税を最大限引下げる（ゼロにする）のが妥当だが、

酪農のように厳しい供給管理制度によって国内で必要な生産のみを行い、国際

的にほとんど迷惑をかけていない貿易に優しい(trade friendly な)品目は、同

列には論じられない。関税割当の枠内税率をゼロにする一方、輸入禁止的な枠

外税率は維持する、というのが最大限の譲歩だ。」という見解に基づき、ケアン

ズ・グループの一員でありながら、「ＵＲ合意で関税割当を導入した品目につい

ては、枠内関税を撤廃することを条件に、枠外の輸入禁止的高関税は維持でき

る」という提案をしてきた。したがって、今回のセンシティブ品目の除外につ

いては、内心ではなく、公式に賛意を表明している。そもそも、カナダは、例

えば、「本当に酪農の保護削減を望んでいる国は、ニュージーランドと豪州だけ

だ。交渉の最初の段階は、総論の合意を図るので、例外措置は口に出せないが、

ギリギリの最終段階には、カナダの酪農、米国の砂糖・酪農、日本のコメのよ

うなセンシティブな品目で、例外措置が取引されることになろう。」（ＷＴＯ担

当Ｐ局長）との見通しを示していた。 
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（４）「抜け穴」を懸念する豪州 

一方、農業について、ほとんどセンシティブ品目がない輸出国豪州は、各国

が牛肉、砂糖、コメ、乳製品等をセンシティブ品目に指定し、保護削減対象か

ら除外してしまう、つまり、センシティブ品目条項がループホール(抜け穴)に

なることに懸念を表明している。 

 

（５）ＦＴＡ戦略とも通じるセンシティブ品目除外措置 

我が国の農産物関税は平均１２%で、コメ、乳製品、肉類、砂糖等一部のセン

シティブ品目を除けば、すでにかなり低い。したがって、すでに関税の低い品

目についての削減はある程度やむを得ないものとして、残された最重要品目の

関税削減をできるかぎり小さくすることがＷＴＯにおいてもＦＴＡにおいても、

我が国の戦略となってきている。その点では、今回のＷＴＯ交渉枠組み合意は、

我が国にとって、ひとまず望ましい結果であり、現在進行中の東アジア各国と

のＦＴＡ交渉でのセンシティブ品目除外の根拠を補強するものにもなる。 

 

（６）代償措置の問題－カナダとも連携 

しかし、これはあくまで枠組み合意であり、今後の具体的な数値交渉で、い

ろいろな曲折がありうる。まず、センシティブ品目にどれだけの品目を入れる

ことができるかも不透明であるし、さらに、高関税を維持する場合の代償とし

て低関税での輸入の義務的拡大を迫られる可能性には強い懸念がある。義務的

拡大を認めては、かえって不必要な輸入を強いられ、代償が大きすぎる。枠拡

大を最小限に抑えるとともに、低関税枠は、あくまで機会の提供であって、最

低輸入義務枠ではない、つまり実際の輸入が枠を下回ることはありうる、とい

う理解をすべきである。 

牛乳・乳製品は、我が国においても、コメと並ぶ最重要品目に位置付けられ

ているので、階層方式の適用除外品目にすべく交渉されることはまちがいない

が、関税分類上は、細分化されて、牛乳・乳製品だけで１００品目を超える品

目数になるため、今後決まるセンシティブ品目の品目数やカウントの仕方によ

っては、牛乳・乳製品の全品目を階層方式の適用除外にすることは難しいので

はないか、との見方もある。 

カナダは、酪農、卵、鶏肉など供給管理政策を行っている品目について、枠

内税率の撤廃には応じても、枠の拡大と枠外(二次)税率の削減には応じない姿

勢を示しているので、我が国は、センシティブ品目の品目数と代償措置の問題

については、カナダとの連携も可能であろう。 
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（７）上限関税の問題 

なお、先送りされた「上限関税」の設定問題と関連するが、例外品目の関税

が５００%や１０００%でも無制限に高くてもよい、ということが認められる可

能性は高いとは言えない。我が国の高関税品目は、例えば、ＵＲ合意で関税割

当が適用されたセンシティブ品目の枠外税率(重量税)を%換算すると、コメ４９

０%、小麦２１０%、大麦１９０%、脱脂粉乳２００%、バター３３０%、でん粉２

９０%、雑豆４６０%、落花生５００%、こんにゃく芋９９０%、生糸１９０%程度

等である。いくつかの農産物輸出国について、世界的に最もセンシティブな品

目である乳製品についてみてみると、おおよそ、カナダのバター３００%、脱脂

粉乳２００%、ＥＵのバター２００%、米国のバター１２０%、脱脂粉乳１００%、

タイの脱脂粉乳２２０%、という具合である。諸外国の関税水準をみると、カナ

ダには３００%近い関税の品目が他にもあることから、上限関税が設定されたと

しても、我が国のコメのような５００%は無理としても、２００～３００%の水

準になる可能性はある。このように考えると、非常に大きな代償を強いられて

も上限関税の設定自体を拒否し続けるのか、上限関税の設定は受け入れて、そ

の水準をできるかぎり高く維持できるよう交渉する方が得策なのか、検討の余

地がある。 

なお、関税の簡素化も今後の交渉事項として残されており、複合税、差額関

税、スライド関税等の適用品目はもちろん、「抱き合わせ」についても、今後制

度変更を迫られる可能性に注意が必要である。 

 

３. 輸出補助金 

 

（１）あらゆる形態の輸出補助金の全廃 

輸出補助金については、期限は今後の交渉に委ねられたものの、全廃という

最も踏み込んだ約束が成立した。ここで、「あらゆる形態の」という修飾語が重

要である。ＥＵは輸出補助金に対してこだわったが、それはＥＵが輸出補助金

に大きく依存しているからだけでなく、それらがＷＴＯ上「クロ」であるのに、

他の輸出国には、「灰色」や「シロ」の輸出補助金が山のようにあるからである。

具体的に数字で示すと、ＥＵは明白な輸出補助金を１９９９年に５６億ドル使

っているが、米国は８千万ドルしか使っていない。しかし、米国は、輸出信用

を３９億ドル(ＥＵは１２億ドル)、食料援助を１２億ドル(ＥＵは１.２億ドル)

と多用している。ＥＵは、当初から、ＷＴＯ交渉提案において、「輸出信用(政

府による債務保証－例えば、カーギルがアフリカでコメを売る場合、最初から

代金回収の見込みは少ないが、それでこげついた分は信用保証した米国政府が

補填するもの)、食料援助、輸出国家貿易企業(輸出独占組織)等、あらゆる形態
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の実質的輸出補助が削減対象に加えられないかぎり、さらなる輸出補助金の削

減交渉には応じない」と主張してきた。ＥＵの輸出補助金だけが減らされて、

多くの他の輸出国は「灰色」や「シロ」の輸出補助金を維持できることが、Ｅ

Ｕにとって非常に歯がゆいのは当然であった。関税や輸入国貿のマークアップ

に対する規律に対して、輸出に対する規律が弱いと主張してきた我が国にとっ

ても朗報である。 

 

（２）輸出補助金相当額(ＥＳＥ)の提案の時が来た 

その点、輸出国家貿易による輸出補助機能も対象となった点も画期的である

が、これを約束事項として具体化するためには、輸出国家貿易による輸出補助

機能を計量する統一的で実用的な手法が必要である。輸出国家貿易による隠れ

た輸出補助金は、ＷＴＯ上「クロ」の輸出補助金が生産者価格と輸出価格との

差を財政(納税者)が負担するのに対して、国内価格あるいは一部の輸出先の価

格を高く設定することによって、消費者への隠れた課税を輸出補助金の原資と

しているものである。これは、納税者負担か消費者負担かの違いだけで、経済

学的には、同等の輸出補助金として定義できるが、現行ＷＴＯ上は、消費者負

担の場合は、「灰色」または「シロ」であった。 

図１に、２つのタイプの輸出補助金を比較してある。図１(b)で、生産者は加

重平均（プール）価格を受け取るが、輸出価格はそれより低く、図の薄い四角

形の面積の額が補助されていることになるが、その面積は濃い四角形の面積に

等しく、国内消費者が負担していることになる。つまり、通常の輸出補助金の

場合は、図１(a)のように政府（納税者）が負担する薄い四角形部分の額を、こ

の場合は消費者が負担するので、これを「消費者負担輸出補助金」と呼ぶこと

ができる。そして、この面積の額を輸出補助金相当額（ＥＳＥ: Export Subsidy 

Equivalent）と定義できる。 

実は、ニュージーランドと豪州も、国内向けと輸出向けとの「価格差別」で

はなく輸出市場間の「価格差別」を行っている。「消費者負担輸出補助金」の定

義を広くして、例えば、日本に高く売って中国に安く売るような場合に、日本

の消費者が補助金を提供していると考えれば、ニュージーランドと豪州の輸出

も「消費者負担輸出補助金」に該当する。これは、図１(b)で、「国内」と「輸

出」と書いてあるのを、「外国１」と「外国２」というふうに読み替えればよい。 

米国の用途別乳価制度(ＦＭＭＯ)では、カナダの国家貿易による用途別乳価

制度のように輸出向けの価格帯を設けてはいないが、飲用乳価を高く維持する

ことによって、加工原料乳価を引き下げ、乳製品の輸出が促進されている。こ

の場合は、プール乳価と加工原料乳価との差に輸出に回された加工原料乳数量

を乗じた額をＥＳＥと考えることができる。 
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このように、米国、カナダ、豪州、ニュージーランドは、様々なケースの消

費者負担型の「隠れた」輸出補助金をうまく活用しているが、これらはＥＳＥ

という形で統一的に計量が可能なのである。例えば、カナダの乳製品３品目に

対する国家貿易によるＥＳＥ総額は８,４００万ドルと試算される(注)。こうし

た提案を我が国が積極的に行うことは、輸出国に対する牽制としても、日本の

国際交渉への建設的な参画の一環としても重要である。 

 

(注)詳しくは、拙著『寡占的フードシステムへの計量的接近』(農林統計協会、

２００２年)、第８章。Suzuki･Kinoshita･Kaiser によるＥＳＥに関する英語論

文は、２００４年１０月のＷＴＯ会合で、Ｇ１０メンバーに配布された。 

 

４. 国内支持 

 

（１）国内支持にも階層方式 

市場アクセスだけでなく、国内支持についても、貿易歪曲度の高い国内支持

が多い国ほど削減率を高める階層方式が採用され、かつ品目ごとの上限を設定

するというのが今回の枠組み合意である。これも、関税と同じく、削減幅を各

国一律にしたＵＲ合意から、米国の主張した「削減後水準の平準化」への転換

であり、また、品目ごとの上限を設けることで、センシティブ品目の削減を緩

やかにするような対応が採りにくくなる。 

ただし、いまとなっては、これは、むしろ我が国にとっても有利な結果とい

える。なぜなら、我が国は、幸か不幸かはともかく、米国やＥＵやカナダが、

まだ価格支持政策を温存する中にあって、世界に率先して価格支持政策に決別

した結果、ＡＭＳ(削減対象の国内支持総額)は、総額でみても、農業生産額に

対する割合でみても米国よりもすでに小さい(１９９９年で、ＡＭＳ総額は、Ｅ

Ｕ５兆８千億円、米国１兆８千億円、日本７,５００億円、その農業生産額に占

める割合は、ＥＵ２０%、米国９%、日本８%)のである。したがって、今回合意

された階層方式により、我が国が特に不利な対応を迫られることはないと考え

られる。 

しかし、上限が設定される品目ごとのＡＭＳが、各品目の国内施策にどのよ

うに影響してくるかについては、十分な検討が必要であろう。 

 

（２）輸出補助的国内支持の取扱い 

輸出補助金の全廃とも関連して、ひとつ気になるのは、米国の穀物等への輸

出補助金的国内政策の取扱いである。例えば、米国のコメの価格形成システム

を、日本のコメ価格水準を使ってイメージしてみると、ローンレート１.２万 
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円/俵、固定支払い３千円/俵、目標価格１.８万円/俵とすると、政府(ＣＣＣ)

にコメ１俵質入れして１.２万円借りて、国際価格水準５千円/俵で売った場合、

５千円だけ返済すればよく(マーケテイング・ローンと呼ばれる)、さらに、固

定支払い３千円/俵と、目標価格１.８万円/俵と（ローンレート＋固定支払い）

との差額３千円/俵も支給される(いわゆる「復活不足払い」)。ローンレート制

度を使っていない場合は、５千円/俵で売ったら、ローンレートとの差額７千 

円/俵が支給される。つまり、いずれにしても、国際価格水準５千円と目標価格

１.８万円の差額が政策的に補填される。全体が大きな輸出補助金ともいえる。

しかし、ＷＴＯ上は、このシステムは、輸出補助金としての削減対象に認定さ

れておらず、国内支持として分類されたため、これまでも緩い削減ですまされ

てきた。 

とりわけ、マーケテイング・ローンは、本来輸出補助金に分類され、今回の

合意にしたがえば、全廃されるべき対象であるが、仮にそういう分類ができな

くても、貿易歪曲度の高い国内支持ほど削減幅を大きくする方針の下で、規律

強化が可能となるべきであろう。 

その意味で、「復活不足払い」(countercyclical 支払い=市場価格が低いとき

は補助が増え、高いときは減る)について、規律強化どころか「お咎め無し」に

しようという米国の動きには驚かされた。「復活不足払い」は、生産量は過去を

基準としているが、価格は現状とリンクしているから、「黄」(削減対象)の政策

といわざるを得ないと考えられたが、「青」(当面削減対象から外す)の政策の要

件に、生産調整を伴わなくても、現在の生産に関連しない(つまり、過去の面積

に基づいた支払いで、現在、何をつくっても、またつくらなくてもよい)政策、

というのをＥＵとの合意で入れ込んで、削減義務を回避しようとしたのがそれ

である。しかし、これに対しては、さすがに、ブラジル等の有力な輸出国であ

る途上国が反発し、今回の合意では、今後の交渉にゆだねられることになった。 

「復活不足払い」は、要するに、作付面積を数年前の数字にずらすことで形

式を整えているだけであり、これが「青」の政策に認められたとすれば、非難

するよりも学ぶべき点もあろう。実質的に品目別の不足払いを続けながら、ち

ょっとした形式的工夫で、削減対象から外せるのである。こうしたことは、以

前からもわかっていたことであり、我が国も、あまり「品目横断型」しかない

といような形で思い込まずに、形式上の工夫ですませる柔軟性を失わない方が

得策かもしれない。 

 

（３）ＡＭＳ過少申告問題 

また、米国の酪農のＡＭＳ過少申告問題にみられるように、各国の自己申告

にまかされ、行政価格の取り方等で過少申告が可能な現行のＡＭＳ計算・申告
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方式見直しの議論も必要であろう。米国の酪農では、加工原料乳価格支持制度

(ＤＰＳＰ)と用途別乳価制度(ＦＭＭＯ)の二本立てで乳価支持が行われている

が、ＦＭＭＯのメーカー最低支払い義務乳価の平均、約３７円/kg を使わずに、

ＤＰＳＰの下支えの加工原料乳支持価格、約２６円/kg を使って、国際参照価格

１９円との差額を計上することで、実際の４割程度のＡＭＳ額しか申告してい

ない。こうした点の議論も、今後の交渉で注視していくべきである。 

 

 

 

 
 
 
 

　
　

　

　 　 　 　 　
　 　 販売量 　 販売量
国内 輸出 国内 輸出

　　 　　　(a)ＷＴＯ上の(政府負担)輸出補助金 　　 　　　(b)消費者負担輸出補助金

輸出補助金相当額

輸出価格 輸出価格

　 国内価格

生産者価格
＝国内価格

生産者価格
(ﾌﾟｰﾙ価格)

輸出補助金

図1　ＷＴＯ上の輸出補助金と消費者負担輸出補助金

　　 　

 政府
(納税者)
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第 二 章 
 

 

ドーハ・ラウンド枠組み合意が酪農政策に与える影響と展望 
 

鈴木宣弘・Harry M. Kaiser1 

コーネル大学応用経済経営学部教授 

 

 先進国において酪農産業は最も規制の強い産業分野の一つであり、大部分の先

進国の酪農産業についてＯＥＣＤが算定したＰＳＥ（生産者助成推計額）とＣＳ

Ｅ（消費者助成推計額）の値が高いことからも明らかな通り、酪農家を保護する

ことを狙いとする数多くの経済規制が存在する。現在進められているＷＴＯ交渉

において最終的に新協定が結ばれた場合、これによる一層の貿易自由化の中でこ

れらの国々の酪農産業が生き残れるかどうかという疑問が当然生ずる。 
 ２００４年７月３１日、（ドーハ・ラウンドと呼ばれる）ＷＴＯ交渉の現在の

ラウンドにおいて農業支持を削減するための枠組みに関する合意が成立し、酪農

に対する支持の削減に向かう一般的な趨勢が不可避であることが示された。この

合意では、具体的期日については今後の交渉に委ねられているものの、各国はあ

らゆる形態の輸出補助金を廃止しなくてはならないことを定めている。この「あ

らゆる形態の輸出補助金」には、食料援助、輸出信用、そしてＳＴＥ（国家貿易

企業）が含まれる。この「あらゆる形態の」という修飾語が重要である。それと

いうのも、この修飾語は、輸出補助金の廃止を約束せず、また食料援助、輸出信

用、そしてＳＴＥを対象としていなかったこれまでのＷＴＯルールが変更される

ことの象徴だからである。またこの合意では、関税率の水準にもとづいて品目を

分類し、低関税品目よりも高関税品目の関税率の引き下げ幅を大きくするよう義

務づけている。このことも、関税率の水準で区別することのなかったこれまでの

ＷＴＯルールの変更である。しかしながら、新しい合意の下で、各国は、一定の

「センシティブ」品目について高い関税率を維持するため、これを削減約束から

除外することが認められている。さらに、国内支持については、合意文書の文言

では、ＡＭＳ（削減対象の国内支持合計額）について品目別の上限を設け、最も

貿易歪曲的な形態の国内支持を大幅に削減するよう義務づけている。このことも、

国内支持を削減するためのベンチ・マークとして品目別でなくトータルのＡＭＳ

を使ってきたこれまでのＷＴＯルールのもう一つの変更である。 
 この報告には以下の２つの狙いがある。（１）新たにこぎつけた枠組み合意を

踏まえて、ドーハ・ラウンド協定が今後の酪農政策に及ぼす影響について分析す

ること。（２）米国とカナダの酪農政策に関係するドーハ・ラウンドの内容に関

する National Milk Producers' Federation（全米生乳生産者連盟）と Dairy Farmers of 

                                                           
1 本稿は英語で書かれた原文を中央酪農会議で翻訳したものである。 
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Canada の見解について要約すること。ここではまず、（特に子供たちにとって

の）基礎的食料としての生乳の位置づけ、生乳生産の特質、生乳市場の買い手寡

占的な性質、各国間の国際競争力の大きな違い、酪農ロビー団体の政治力などに

焦点を合わせながら、欧米諸国において酪農産業が政府によってこれほどまで手

厚く保護されてきた理由について検討したい。ドーハ・ラウンドの影響に関する

本稿の分析では、とりわけ国境措置（輸入関税）、国内支持制度、そして余剰乳

処理措置（供給管理および輸出補助金）に焦点を合わせ、日本の酪農政策と比較

する形で、米国とカナダの酪農政策について考察する。またＷＴＯルールにもと

づいて「消費者負担」（consumer financed）輸出補助金についても算入できるよう

な輸出補助金相当額（ＥＳＥ）の計測方法について定義する。このＥＳＥの概念

は、ドーハ・ラウンドの枠組み合意にもとづき、ＷＴＯの場において輸出補助金

に関するより広義の定義を効果的に導入する助けになる。 
 
酪農がこれほど手厚く保護されるのはなぜだろうか。 

 

最も基礎的な食料 

 生乳は多くの重要な栄養素が含まれた一種の「完全」食品であるため、欧米諸

国では（特に子供たちにとって）最も基礎的な食料の一つであると考えられてい

る（Spencer and Blanford）。従って、欧米諸国では、生乳の潤沢な供給を確保す

ることを目指した。現在の欧米諸国は供給不足よりもむしろ供給過剰という問題

に直面しているため、こうした目標を十二分に達成したことは明らかである。さ

て、仮に自由貿易協定のため、国内供給のかなりの割合が輸入品に置き換えられ

たとする。その結果として生ずる生乳の自給率の低下は、国家にとって最も基礎

的かつ重要な食料の一つについて十分な供給体制を維持するという目標を危険に

さらしかねない。従って十分な供給を維持するために自給率を維持することが望

ましい以上、多くの欧米諸国政府は生乳の十分な国内供給を確保するため、保護

主義的かつ助成的な政策に頼らざるを得なかった。 
 
生乳生産の特質 

 生乳は、自然のままではかさばり、また極めて腐敗しやすいため、これを加工、

販売するための市場に迅速に輸送しなくてはならない。多くの農産物とは異なり、

生乳は毎日生産され、短期的には固定的な生産要素の比率が高いため、価格変化

に対応して生産を調整するためにかなりの時間がかかる。このため、酪農家を保

護することを狙いとする政策や制度が登場するまで、また生乳を比較的遠距離に

出荷することを可能にするような技術が開発されるまで、個々の酪農家としては、

生乳加工業者が提示した価格を受け入れるか、生乳を捨てるかという以外にほと

んど選択肢がなかったため、加工業者（生乳の最初の買い手）の側に市場支配力

があった。 
 酪農の場合、生乳の需要と供給との間に季節的な不均衡が存在することも問題

を複雑にしている。北米諸国の場合、春／夏季に生乳生産量が最大になる傾向が
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ある一方、一般に飲用乳の消費量が最も多いのが秋季であり、最も少ないのが夏

季である。日本では逆のことが言え、生乳供給が夏季に最も少ない一方、需要は

最高水準にある。さらに、生乳が腐敗しやすいことがこうした問題に拍車をかけ

ている。というのも、飲用乳の場合、高供給-低需要期に備蓄し、後に低供給-高
需要期に利用することができないからである。その上、生乳の供給と需要の自己

価格弾力性が極めて低い傾向にあり、このことは供給そしてまたは需要のわずか

な変化さえ、乳価のかなり深刻な変動を引き起こすことを意味する。供給と需要

の季節的な不均衡に需要と供給の価格弾力性が極めて低いという特質が重なり、

乳価の大きな季節変動を引き起こし、市場条件の混乱を助長する結果になってき

た。政府による価格支持制度の狙いは、余剰期に乳製品を市場から隔離し、不足

期に市場に売り戻すことでこうした季節的な不均衡を平準化することにあった。

こうした制度は緩衝在庫政策類似の働きをし、乳価の季節変動を安定させる効果

があった。 
 
生乳市場の寡占的構造 

 生乳市場が寡占的な構造を備えている（すなわち、原料乳の売り手が多いのに

対し、買い手が極めて少ない）ことも生乳市場のもう一つの問題であり、このこ

とは、政府による介入を正当化する根拠としても一般的に認められている。農家

の「交渉力」を高めることを狙いとする法令が制定されるまで、また生乳を遠距

離まで運ぶための近代的な輸送技術が発達するまで、生乳市場は極めて地域的で

あり、通常の農家の場合、生乳の代替的な買い手はほとんど存在しなかった。こ

のため、農家は（なかんずく、例えば春季など、市場において余剰原料乳が生ず

る時期に）「price taker（価格受容者）」であり、生乳の価格を事実上まったく支

配できなかった。さらに生産過剰期になると、多くの農家は、安い乳価を受け入

れざるを得ないだけでなく、生乳の販路を見いだすことさえ困難だった。特に農

家が加工業者の提示する価格を受け入れなかった場合にこうした状況に陥りやす

かったため、これを防止することが、米国において農家そしてまたは酪農協の生

乳加工業者に対する交渉力を高めることを狙いとして、連邦と州のミルク・マー

ケティング・オーダーを設ける基本的な根拠となった。 
 
国際競争力の大きな格差 

 国内の管理価格に実効性を持たせるため、各国政府は、海外から安価な輸入品

が大量に流れ込むのを防止するために輸入割当や関税など、何らかの国境措置を

設けなくてはならなかった。総合的な経済厚生的視点に立った場合、国境措置に

よって国内の市場価格を高めに維持するよりも、国境措置を設けず、農家に不足

払いを行うことで目標価格と市場価格との差額を補填する方が好ましい。しかし

ながら乳製品の場合、国内の酪農家に不足払いを行うと財政負担が重すぎるため、

（ニュージーランドと豪州を除く）ほとんどの国が関税割当枠を設け(日本以外の
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国々の関税割当枠は消費量の数％に抑えられている)、枠外税率を極めて高く設定

している（その大部分が１００％を超える）2。 
 ほとんどの国で国境保護を手厚くしている理由は、乳製品の国際競争力に大き

な格差が存在するためである。米国、カナダ、そしてほとんどの欧州諸国の生産

者乳価はニュージーランドの乳価のほぼ２倍に達する（庄野・川口）。日本の生

産者乳価は、ニュージーランドの乳価のほぼ４倍に達する。オセアニアの酪農は、

他の国々とは極めて異なっている。他の国々の酪農が穀物飼料と牧草の両方を基

盤とする国内市場志向の産業であるのに対し、ニュージーランドと豪州の酪農は

広大な草地基盤にもとづいた輸出志向の放牧酪農であり、生乳の生産費が極めて

低い。このため、国境保護を行わない限り、ほとんどの国の酪農家はオセアニア

の農家と競争することができない。 
 
政 治 力 

 多くの酪農家は、生乳加工業者の市場支配力に対抗する手段として酪農協に属

している。酪農協は、生乳輸送システムの合理化、季節変動の平準化、生乳加工

業者への原料乳の安定供給、生乳の飲用乳や加工原料乳への加工処理、そして市

場情報の提供など、生乳市場に多くの重要なサービスを行っている。またこれら

の組織は、酪農家に役立つ政策の実施を求め、政府へのロビー活動にもかなりの

資源を割いている。このため、酪農産業の場合、協同組合により組織されている

農家の割合は、他の農業部門よりも高い。さらに、酪農関係法令を制定する際の

酪農協の発言力が大きいため、政府の規制を通じて酪農協の政治力がさらに強化

されている。従って、団体としての酪農家には一般にかなりの政治力がある。 
 さらに、土地の質が限界的であり、他の形態の農業に適さない地域では、酪農

が雇用能力のある唯一の事業になりがちである。こうした地域において、酪農が

なくなるということは、農村の共同体がなくなることを意味するため、これらの

地域（例えば米国のバーモント州や日本の北海道）の酪農を保全するよう求める

かなりの政治的圧力が存在する。北東部諸州の酪農協がかなりの政治力を使い、

議会を通過させた北東部諸州酪農協定が酪農を保全するための法令の好例である。 
 欧米諸国政府が酪農産業を手厚く保護している現状には、基礎的食料の適切な

供給を確保したいという基本的な要求に始まり、歴史的要因がかなり大きいこと

は明らかである。しかしながら、新たなドーハ協定の下で政府の政策や酪農産業

それ自体が今後どうなっていくかはこれまでほど明確ではない。次にこの問題に

ついて取り上げたい。 
 
ドーハ・ラウンド枠組み合意が将来の酪農政策に及ぼす影響 
 
 ドーハ・ラウンドでは、２００４年７月３１日に農業支持を削減するための枠

組みについて合意が成立したため、貿易歪曲的な酪農支持を削減するよう求める

                                                           
2 韓国は例外であり、乳製品に対する関税率は４０％程度。 
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圧力が今後高まることになる。ただし、貿易自由化に関する枠組みについて一定

の合意に達したものの、協定の具体的内容の多くについては、なお、すべての

国々で交渉する必要がある。以下の節では、日本の酪農政策と比較しつつ、北米

（米国とカナダ）の酪農政策を検討することで、ドーハ・ラウンド枠組み合意が

酪農政策に及ぼす影響について分析する。焦点となるテーマは国境措置（輸入関

税）、政府規制、国内支持制度、余剰乳処理措置（すなわち国内供給管理と輸出

補助金）である。 
 

手厚い国境保護を維持できるか 

 特に欧米諸国において、この疑問に対する答えは「維持できる」というもので

ある。これらの国々の場合、生乳は必要不可欠な食料であるため、各国の政府は

輸入品に依存することなく、十分な国内供給を確保しようとするだろう。さらに、

ほとんどの国で酪農家にかなりの政治力があり、しかも貿易を自由化した場合、

ニュージーランドや豪州を除くあらゆる国々の酪農家が打撃を受けることになる。

一般に農家というものは、過去の経験が示している現実以上の損害を被ると考え

る傾向にあるため、このことは、酪農に関係する国境措置の大幅な削減について

国際的な合意を得ることをますます困難にしている。その結果、現在進められて

いる貿易交渉において、乳製品が例外として扱われる可能性がかなり高い。枠組

み合意では、関税率に応じて品目を分類し、関税率の高い品目の引き下げ幅を関

税率の低い品目より大きくするよう定めている。しかしながら、各国は、一部の

品目をセンシティブな品目に指定し、そうすることで今後のいかなる削減からも

除外することができるため、多くの欧米諸国がこうした方法で乳製品を保護する

可能性がある。 
 
国内支持制度を維持できるか 

 おそらく国境保護を維持できる以上、国内支持制度も維持できることになる。

ＷＴＯでは価格支持制度は禁じられていないものの、国内支持合計額（ＡＭＳ）

により規制されるため、これを削減しなくてはならない。現行のＷＴＯルールで

は、国内支持を削減するための基準値としてＡＭＳの総額を使っているため、酪

農に対する国内支持を削減しない分、他の産業分野に対する国内支持を削減する

ことで埋め合わせれば、酪農に対するＡＭＳを削減しないで済ますこともできる。

しかしながら、新しいドーハ・ラウンド枠組み合意の文言では、品目ごとに支出

に上限を設け、最も貿易歪曲的な形態の支持を大幅に削減するよう義務付けてい

るため、これまでの状況が変化することになる。米国やカナダを含めた欧米諸国

において、酪農分野がＡＭＳ額のかなりの割合を占めているため、支出に対する

品目別の上限規制を実施した場合には、酪農分野が大きな影響を受けることにな

る。 
 酪農産業については、多くの国々に多くの価格支持制度が存在する。米国、カ

ナダ、そしてＥＵでも用いられている最も一般的な措置は、政府の決定した価格

水準で乳製品を買い上げ、原料乳の価格フロアを設定する方法である。政府が買
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い上げるのに要する費用はＡＭＳの額に算入される。しかしながら、米国やカナ

ダについてＡＭＳを計算する場合、生乳の総生産量について存在する国内価格と

国際価格との価格差が十分に考慮されていない。この２カ国についてＡＭＳを計

算する際に国際価格と国内価格との価格差が十分に考慮されていないという問題

を考えるためには、まず、これらの国々の酪農制度の基本的な仕組みについて検

討する必要がある。以下では、日本の制度と比較しつつ、米国とカナダの制度に

焦点を合わせて論じる。 
 
Ａ． 米国の制度 

 米国では、加工原料乳価支持制度（ＤＰＳＰ）にもとづいて政府が乳製品を買

い上げ、これにより乳製品の市場価格を間接的に下支えしている。この買い上げ

価格は、以下の算定公式にもとづいて計算している。 
（１）乳製品の買上価格=（加工原料乳支持価格+原料乳単位当たり製造経費）/

（原料乳単位当たり製品製造量） 
 
 連邦ミルク・マーケティング・オーダー（ＦＭＭＯ）は、加工業者が農家に支

払わなくてはならない加工原料乳（クラスⅢとⅣ）の最低価格を設定している。 
（２）加工原料乳最低価格=（乳製品市場価格－製品単位当たり製造経費）×（原

料乳単位当たり製品製造量） 
 
 製品の市場価格と製品の買い上げ価格とが等しい場合、（１）式と（２）式は

同じものを変形しただけになる。ＦＭＭＯの最低価格の実際の算定公式は、

（２）式よりも複雑であり、クラスⅢ製品（チーズ）とクラスⅣ製品（バターと

粉乳）の全国単一最低価格は、設定された乳成分価格にもとづいて計算される。

加工原料乳最低支払い義務価格（クラスⅢまたはクラスⅣのいずれか高い方の価

格）に（全米で約２,６００の）郡（county）別に設定される飲用乳プレミアム

（クラスⅠ差額）を上乗せすることで飲用乳製品（クラスⅠ）の最低支払い義務

乳価が郡別に設定される。これまでは、国内の飲用乳需要を満たすために必要な

輸送費の格差がクラスⅠ差額を設ける根拠とされてきた。生乳の販売収益は１１

のＦＭＭＯ地域のそれぞれにプールされ、ＦＭＭＯ地域ごとに統一的な加重平均

価格で農家に支払いが行われる。 
 さらに、ＦＭＭＯ制度の下で飲用乳価格が加工原料乳価に連動して下落するの

を回避するため、北東部諸州のみを対象とする（北東部諸州協定と呼ばれる）飲

用乳（クラスⅠ）のもう一つの価格フロアが１９９６年農業法に盛り込まれた。

２００２年農業法はこの制度を全国に拡大し、目標価格と実際の価格との差額を

メーカーや消費者の代わりに政府が支払うことになった3。また平均して４５％に

                                                           
3 この直接単位支払額は、ボストンにおいてＦＭＭＯ価格が１６.９４ドルを下回った場合の、１６.
９４ドルとボストンのＦＭＭＯクラスⅠ飲用乳最低価格との差額である。ＦＭＭＯ制度の下では、

ボストンの１６.９４ドルに対応する価格が全米のすべての郡について自動的に計算でき、この価

格とＦＭＭＯ価格との差額はすべての郡で同額になる。従って、ただ一つの地点（この場合には
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達するボストン地域の飲用乳仕向け率を米国のすべての郡に適用した。このクラ

スⅠ仕向け率を全国的に適用した場合、中西部上部地域などの飲用乳仕向け率の

低い地域であっても、フロリダなどの飲用乳仕向け率の高い地域と同じ恩恵を受

けられるため、こうした地域にとって魅力的である。この制度では、政府による

負担をコントロールするため、１農家が年間に受け取る対象にできる生乳量に限

度を設けている。 
 要するに、米国政府は、主にＤＰＳＰとＦＭＭＯを通じて乳価を規制している。

ところが、ＦＭＭＯにおける飲用乳価と加工原料乳価は、現在のＡＭＳのもとで

は国内価格と国際価格との価格差を計算するのに使う行政価格であると見なされ

ていない。これに対する一つの説明は、ＦＭＭＯでは、乳製品の市場価格にもと

づき、原料乳メーカーが支払わなくてはならない最低価格を設定しているに過ぎ

ないということである。すなわち、オーバーオーダープレミアムについては酪農

協と加工業者との交渉により決定されているため、メーカーから農家に実際に支

払われている価格は通常、最低価格を上回っている。米国政府は現在、ＦＭＭＯ

最低価格(１００ポンド＝４５.３６㎏当たり１３～１４ドル)と国際参照価格（約

７.２６ドル）の差額ではなく、ＤＰＳＰ支持価格（９.９０ドル）と国際参照価格

との差額をＡＭＳの算定基準として利用している。米国の算定方式に従えば、Ａ

ＭＳに算定すべき国内価格と国際価格との格差が本来の水準よりも小さくなる。 
 
Ｂ． カナダの乳価形成制度 

 カナダ政府は、バターと脱脂粉乳の（支持価格と呼ばれる）買い上げ価格を設

定し、これと同時に以下の算定公式を使い、これに対応してメーカーが農家に支

払い可能な加工原料乳価を計算する。 
（３）メーカーが農家に支払うことのできるバターと脱脂粉乳向け乳価=〔（バタ

ーの支持価格×原料乳単位当たりバター製造量）+（脱脂粉乳支持価格×原料

乳単位当たり粉乳製造量）〕-（製造経費） 
 
 カナダの場合、米国の場合と異なり、バターと脱脂粉乳の政府支持価格はほぼ

恒常的にバターと脱脂粉乳の実際の卸売価格と等しい。その理由は、カナダでは、

米国と比べ、支持価格水準を需給均衡価格水準よりもはるかに高く設定している

ためである。支持価格水準が極めて高いものの、余剰乳が生じないよう、生乳の

供給量を厳格に管理しているため、バターと脱脂粉乳の政府買い上げ量は少ない。 
 各州の生産者ミルク・マーケティング・ボード（ＭＭＢ）とメーカーとは、バ

ターと脱脂粉乳について政府の算定した原料乳価を取引に使うことで合意してい

る。さらに、他の乳製品に使われる（およそ１５の生乳仕向けクラスの）原料乳

についても、バターと脱脂粉乳について政府が算定した原料乳価に比例して自動

的に価格が形成される。大まかに言って、このことは、政府の算定した価格が

                                                                                                                                                                                
ボストン）を使って米国のすべての郡を規定することができる。さらにいえば、このシステムは、

１６.９４ドルからボストンのクラスⅠ差額を引いた額と全米一律の実際のクラスⅠムーバー(クラ

スⅢとⅣの高い方)との差(の４５％)を補填することに帰結する。 
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３％上昇すれば、農家とメーカーとの間で取引される、あらゆるクラスの乳価が

３％上昇することを意味する。支持された買い上げ価格は実際の価格とほぼ等し

いため、一般にメーカーは対応する原料乳価を支払い、そのコストを小売業者に

転嫁する4。 
 米国の場合と同様、カナダの乳価もＡＭＳに十分にカウントされていない。こ

れについては２つの説明が考えられる。第一に、支持を目的とする購入価格とこ

れに対応するメーカーの原料乳価格を政府が計算していることは事実であるもの

の、これは農家のＭＭＢとメーカーとが取引する際の「参照価格」に過ぎないこ

とである。この価格を使うよう政府が農家やメーカーに強制することは決してな

く、農家とメーカーは政府の算定した価格を自分たちの取引価格として「自主的

に」使っているに過ぎない。第二にＡＭＳのもとで国内価格と国際価格との価格

差を計算するのに使われている現在の国際参照価格を使うことに（米国など、他

の国々の場合と同様）カナダも反対していることである。欧米諸国の主張によれ

ば、オセアニアの酪農構造が他の国々とあまりにも異なるため、オセアニアの輸

出価格を国際参照価格として使い、他の国々の国内価格と比較することは困難で

ある。 
 
Ｃ． 日本の乳価形成制度 

 米国、カナダ、そしてＥＵの場合とは異なり、日本の場合には、１９７９年以

来国内乳製品の政府買い上げ制度が実質的になくなった。さらに日本では、ＡＭ

Ｓ額を迅速に削減するため5、（１）主要乳製品の安定指標価格、（２）農家を対

象とする加工原料乳の保証価格（ＧＰ）、そして（３）メーカーを対象とする基

準取引価格（ＳＰ）を含め、２００１年には一切の政府規制価格を廃止した。そ

れまでＧＰは、農家の生産費にもとづいて計算され、ＳＰについては（米国とカ

ナダにおける等式（２）および（３）に類似する算定公式を用い）乳製品の市場

価格と製造経費にもとづき、メーカーの支払可能乳価として計算されていた。そ

こで、ＧＰとＳＰの差額が不足払いとして農家に支払われていた。 
 新制度では、旧制度における生乳 kg 当たり約１０円の不足払い額のみが固定支

払い額として残された。この固定支払い額の水準については、需給状況と農家の

生産費を考慮し、毎年見直しを行っている。日本では現在、加工原料乳価が市場

で決定されている。市場価格の水準にかかわらず、農家は市場価格に固定支払い

額を上乗せした額を受け取る。 

                                                           
4 ２００２年１月まで、農家に対する直接支払いが行われていた。カナダ政府はこの制度を段階的

に廃止し、直接支払い額を減額し、原料乳の政府支持買い上げ価格とこれに対応するメーカーの

支払い可能価格を引き上げた。メーカーはコストの増加分を小売業者に転嫁し、小売業者は生乳

と乳製品の小売価格を引き上げた。従って、直接支払いを廃止しても、農家の受取額は減らず、

消費者の支払い額が増える結果になった。 
5 日本では、価格支持制度がＷＴＯルールの下で禁じられており、これを削減するだけでは許され

ないと考えたのではないかと思われる。 
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 もう一つの措置は、カナダで利用されている制度に似た一種の収入保険制度で

ある。加工原料乳の市場価格が過去３年間の平均値を下回った場合、農家は、政

府と農家自身で創設した基金からその差額の８０%を受け取ることができる。具

体的には、加工原料乳１kg 当たり０.４円を農家が拠出し、政府が加工原料乳１kg
当たり１.２円を補助している。 
 日本ではもはや行政乳価を使っていないため、国内価格と国際価格との価格差

は日本のＡＭＳではカウントされていない。米国やカナダでもこうした価格差を

ＡＭＳで十分にカウントしていないものの、米国とカナダにはまだ有効な価格支

持制度が存在するため、その理由は根本的に異なる。しかしながら、ドーハ・ラ

ウンドでは、国内管理価格と国際参照価格の定義についてこれまでよりも突っ込

んだ論議を行い、こうした価格差をＡＭＳの計算に全面的に含めるようにする可

能性もある。 
 
生乳の余剰をどのように防止ないし処理するか 

 現在進められているＷＴＯ交渉が合意に達した後も酪農に関係する国境措置や

一定の国内支持を維持できるとすれば、乳価を需給均衡価格を上回る水準に引き

上げることができる。しかしながら、供給削減政策を実施しない限り、需給均衡

価格を超える水準の価格は、生乳の生産過剰を引き起こす。国内供給量を削減す

るためには、主に供給管理と輸出補助金の２つの方法がある。 
 
Ａ． 供給管理 

 現在のＷＴＯルールでは供給管理措置について規制していない。米国では、加

工原料乳の支持価格を十数年もかけて徐々に削減しており、前述の通り、支持価

格は現在、比較的低い水準にある。市場価格が現在、支持価格を上回る水準で変

動しているため、深刻な余剰乳問題は生じていない。従って、米国には現在、供

給管理制度が存在しない6。 
 日本には、酪農家の全国組織（中央酪農会議： ＪＤＣ）により組織された「自

主的な」供給管理制度が存在する。しかしながら、政府が加工原料乳の保証価格

を徐々に引き下げてきた（前述の通り、保証価格は２００１年に廃止された）こ

とが原因で、生乳の生産量が継続的に減少してきたため、過去５年間、生産目標

の上限に生産量が到達しない状況が続いている。 

                                                           
6 米国では１９８０年代に支持価格が大幅に引き上げられたため、酪農産業は生乳の慢性的な過剰

に直面した。米国ではこの問題に対処するため、任意参加による二種類の供給管理制度を導入し

た。その一つが１９８３年の生乳転換計画（ＭＤＰ）であり、もう一つが１９８５年の酪農廃業

計画（ＤＴＰ）であった。ＭＤＰの基本的な内容とは、１９８４年１月１日から１９８５年３月

３１日までの生乳の生産量を所定の基準期間よりも減らす旨、契約に署名した農家に現金を支払

うというものだった。またＤＴＰに参加した農家が牛群全体を屠殺するか輸出した場合、補償金

が支払われた。さらに、参加者は、自らが酪農生産に従事せず、また施設を酪農生産に利用しな

いことに同意しなくてはならなかった。この制度の詳細については Suzuki and Kaiser (1994) を見よ。 
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 日本も１９７０年代末に慢性的な生産過剰に直面し、日本政府は不足払いによ

る財政負担を減らすため、保証価格の対象となる生乳の量を制限することにした。

限度数量の厳格な適用に対応し、中央酪農会議は限度数量を超える余剰乳が発生

しないよう、自ら生産割当を実施した。酪農協が自ら導入したという意味におい

て、日本の供給管理制度は自主的なものだったが、割当を超過する生乳を生産し

た農家に厳格な割当超過罰則を課したという点で、この制度は「強制的な」性格

を備えていた。これは、それぞれの農家について、ある年に生産量が割当量を超

えた場合、超過分だけ翌年の割当量を減らすというものだった。つまり日本では、

法律に依存せずに強制的な生産割当を実施できたのである。これは主に、政府が

１９６６年に不足払い制度を導入した際に、一県に一つだけ協同組合を指定し、

政府がこの組合(指定団体)に補給金を支払うようにしたためである。その結果、

農家が補給金を受け取るためにはこうした指定団体に加入するしかなく、その結

果、全酪農家の９５%がこれらの指定団体に加入することになった。このため、

中央酪農会議は市場への生乳の供給をコントロールする力を得ることになった。

また中央酪農会議は割当を増やしたいと希望する農家に多めに配分することで、

この制度をある程度弾力的に運用するよう努力した。 
 生乳供給が世界で最も厳格に管理されている国はあるいはカナダかもしれない。

カナダの場合には、各州のＭＭＢを通さずに生乳を販売することが法律により禁

じられている。その結果、１００%の酪農家がＭＭＢに加入している。連邦政府

および州政府は加工原料乳と飲用乳の両方の販売量を制限する販売枠を定め 
(Romain and Sumner)、この割当を個々の酪農家に配分している。従来、各酪農家

は、加工原料乳と飲用乳の販売枠を別々に保有していたが、現在はその両方が一

つの販売枠にまとめられている。この割当枠では量を固定せず、それぞれの農家

の市場シェアが一定に保たれるため、「市場シェア・クォータ（ＭＳＱ）」と呼

ばれる。例えば、プール地域の飲用乳仕向け率が４０%であり、加工原料乳販売

枠が３%減少し、州内の飲用販売枠が２%減少した場合、各農家の割当枠は２.
６%（加工原料乳割当枠で１.８%、飲用乳割当枠で０.８%）減少することになる。

割当超過生産が禁止されているわけではないものの、割当超過生産から受け取る

ことのできる価格は極めて低い（例えば、２００２年から２００３年のオンタリ

オ州の飲用乳価が平均して１００リットル当たり６３.１５カナダドルであったの

に対して１９.２３カナダドル）ため、このことが超過生産を抑止する誘因となっ

ており、余剰乳は少ない。カナダの農家の個人別生産枠は、その州内で取引する

ことができる。 
 
Ｂ. 輸出補助金 

 輸出補助金は余剰乳を処分するために使われるもう一つの重要な手段である。

このドーハ・ラウンド枠組み合意では、輸出補助金の廃止に向けて大きく踏み出

した。具体的な期限は今後の交渉に委ねられているものの、合意では、あらゆる

形態の輸出補助金を廃止すると述べている。この合意では、食料援助、輸出信用、

国家貿易企業（ＳＴＥ）を含め、あらゆる形態の輸出補助金を対象としている。 
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米国の乳製品輸出奨励計画とＥＵの輸出補助金は政府による明確な輸出補助金

であるため、今でもＷＴＯの廃止約束の対象としてカウントされている。しかし

ながら、いくつかの国々では、農産物の輸出を暗に奨励するような他の手段が使

われている。これには例えば、国家貿易企業（ＳＴＥ）に分類されるＣＤＣ（カ

ナダ酪農委員会）が実施しているカナダの乳価形成制度がある。カナダでは、輸

出製品の加工向けの生乳についてスペシャル・クラスを設け、これに低い価格を

設定している。すなわち輸出向けの販売収入をこれよりも価格の高い国内向け販

売収入とともにプールし、その加重平均を酪農家に支払っている。 
 以下の単純なモデルを使い、ＳＴＥによる輸出を通じて実質的に輸出補助を行

うメカニズムについて説明することができる。仮にあるＳＴＥにその国で販売さ

れる生乳を取り扱う独占権があるものとする。たとえ国内ではこのＳＴＥに独占

権があったとしても、輸入が制限されない限り、このＳＴＥは海外の競争相手と

の競争を通じて価格受容者の立場に置かれるため、必ずしも独占的支配力を持つ

わけではない。（ここでは、何らかの輸入制限措置があるため、そのＳＴＥが国

際価格を上回る国内価格を形成することができるものと仮定する）。このＳＴＥ

の役割は、農家から集荷した商品の委託販売業者として、国内の商品の供給量を

国内市場と輸出市場とに配分し、総販売収入を最大化させることにある。これを

実現するためには、国内市場と国際市場に販売した場合の限界収入が等しくなけ

ればはならない。このＳＴＥは、国内市場と輸出市場における品目の販売価格の

加重平均価格を農家に支払うことで収益を農家に還元する。農家は価格受容者で

あると仮定するため、限界生産費が彼らの受け取るプール乳価に等しくなるよう

に生産する。輸出価格は、国際市場の総供給量と総需要量が等しくなる価格であ

る。このＳＴＥは、国際市場では価格受容者であると仮定する。 
 以上の仮定にもとづき、図１ではこの市場状況を概念的に説明している。ここ

で Pd は国内価格であり、Qd は国内供給量であり、Qs は総供給量であり、Pb はプ

ール価格であり、QRd は海外需要であり、QRs は海外供給である。図１（右側）

の国内販売の限界収入曲線と所与の Pw 水準(輸出販売の水平な限界収入直線) との

交点（点Ｃ）は国内販売と輸出販売により見込まれる限界収入が均衡する点であ

る。点Ｃは数学的に次のように表すことができる。 
 Pd + (∂Pd/∂Qd)θQd = Pw,       (4) 
または Pd(1-θ/E) = Pw,       (5) 
ここで θ (0 ≤ θ ≤ 1) は市場支配力係数であり、E は国内需要の価格弾力性の絶対値

つまり -(∂Qd/∂Pd)(Pd/Qd) である。等式 (4) の左辺は、国内販売による限界収入で

ある。国内市場においてＳＴＥは価格設定者であるため、各国内販売量が１単位

増加すると国内価格は (∂Pd/∂Qd)θ 下落すると見込まれる。従って、国内販売によ

る総収入の減少額は (∂Pd/∂Qd)θQd となる。つまり、国内販売量の１単位の増加に

より見込まれる収入の増加額は 等式(4) で示される通り Pd+(∂Pd/∂Qd)θQd になる。

等式 (4) の右辺は輸出販売により見込まれる限界収入である。このモデルでは、

ＳＴＥが輸出市場において価格受容者があると仮定しているため、この額は、輸

出量の変化にかかわらず一定であるものと見込まれる。θ の値は、国境保護の度
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合いに影響される。輸入を禁じた場合、ＳＴＥには Pd(1-1/E) = Pw で示すことので

きるような市場支配力を持つことができる一方、国境保護がない場合、ＳＴＥは

国内市場において価格受容者となる (すなわち Pd = Pw) 。 
 ＳＴＥは国内販売量をこの水準 (Qd) まで増やし、その場合、国内価格は、需要

曲線とｘ軸上の Qd との交点（点Ａ）で決定される。その一方、国内生産量は、

供給曲線とプール価格曲線の交点（点Ｅ）で決定される。このプール価格曲線は

数学的に以下のように表すことができる。 
 Pb = [PdQd + Pw(Qs – Qd)]/Qs       (6) 

所与の国際価格 (Pw) で均衡が達成された場合、図１（右側）のＳＴＥの輸出量 
(Qs-Qd) は図１（左側）に示した国際市場の輸入量 (QRd-QRs) と等しくなる。国内

市場と国際市場の両方が完全競争の場合、θ = 0 であり、図１の Pw*が完全競争水

準にあることを示しているため、等式 (4) は Pd = Pw (=Pb) となる。ＳＴＥが価

格差別を行っている現在の国際価格 Pwよりも競争的な国際価格 Pw*が高くなる点

に注意しなくてはならない。ＳＴＥは、国内販売を制限し、国内価格を引き上げ、

輸出量を増やすため、国際均衡価格を引き下げる。 
生産者はプール価格 Pb を受け取り、輸出価格 Pw が Pb よりも低いため、図１

（右側）の長方形ＢＣＤＥの面積で示される金額が補助金となる。この仕組みで

は、消費者が補助金の全額を負担し、図１のＢＣＤＥの面積と PdPbBA の面積が

等しくなる。ＷＴＯのもとで規制されている通常の輸出補助金の場合、政府また

は納税者がＢＣＤＥの面積を負担する。従って、 PdPbBA またはＢＣＤＥの面積

は、「消費者負担」輸出補助金相当額（ＥＳＥ）であると定義することができる

(Schluep, 1999)。この場合、 
ESE=Qe(Pb-Pw)=Qd(Pd-Pb),       (7) 

であり、ここで Qe=Qs-Qdである。 
経済厚生の視点に立った場合、「消費者負担」輸出補助金には通常の補助金よ

りも問題がある可能性がある (Alston and Gray)。図１において、通常の輸出補助金

により生産者価格 Pb が達成された場合、輸出量はＦＥとなり、輸出価格は Pw'と
なり、政府支出は長方形ＦＧＨＥとなる。この場合、完全競争の自由市場と比較

した場合の厚生ロスは４つの黒塗りの三角形の面積の和となり、これは３つの灰

色の台形の和で表される「消費者負担」輸出補助金の場合のロスよりも小さい7。 

(5) および (7)式 から得られる 
ESE = (θPdQdQe)/(E Qs)       (8) 

から示される通り、他の条件を一定とすれば、θ の値が大きくなるにつれて「消

費者負担」ＥＳＥの額も増える。従って、θ もＥＳＥの大きさの指標になる。 
米国のＦＭＭＯでも飲用乳と加工原料乳との間に価格差を設け、プール価格を

農家に支払っているため、上述と類似する特徴を備えている。飲用乳の販売を規

制することで、飲用乳価を引き上げ、加工原料乳価を引き下げることができるた

                                                           
7 ここでは、徴税コストについて考えない。 
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め、余剰乳を輸出することが容易になる。つまり、乳製品の輸出を奨励するため、

米国でもカナダでも類似の制度を利用している。 
 豪州とニュージーランドも類似の政策を採用している。前掲のモデルでは国内

価格と輸出価格との価格差からＥＳＥについて説明しているが、これを輸出市場

間の価格差別について説明するために利用することもできる。海外の消費者もＥ

ＳＥを負担するような場合を導入することによってモデルを容易に拡張すること

ができる。図２では、３つの国を使ったいくつかの事例について示している。事

例（ａ）の場合、国内消費者は、２つの海外市場のＥＳＥを負担している。

（ｂ）では、国内の消費者と外国１の消費者が外国２のＥＳＥを負担している。

（ｃ）では、外国１の消費者が外国２のＥＳＥを負担し、国内生産者には海外販

売の加重平均価格が支払われている。そして（ｄ）では、外国１の消費者が国内

市場と外国２のＥＳＥを負担している。すべての事例において、黒く塗った領域

が灰色の領域を補助している。従って、「消費者負担」ＥＳＥを一般的に次のよ

うに定義することができる。 
ESE=ΣPj− PbQj/2        (9), 

ここで Pj は j 番目の国から受け取った価格から輸送費を差し引いた額であり、Pb 
はプール価格であり、Qj は j 番目の国で販売した数量である。この公式を使うこ

とで、カナダの仕組みだけでなく、豪州やニュージーランドの乳製品輸出方式を

も含め、あらゆる「消費者負担」ＥＳＥについて計算することができる。多くの

国々が乳製品輸出を奨励するために何らかの種類の暗黙の補助金を使っており、

ＥＳＥに関する同じ公式を使ってそのすべてを計測することができる。カナダの

乳製品を使ったＥＳＥの計算例を表１示した。国ごとの輸出数量や価格があれば、

このＥＳＥの計算をいかなる事例にも拡張することができる。 
 前述の通り、ドーハ・ラウンド枠組み合意では、食料援助や輸出信用を通じた

ものだけでなく、輸出を行うＳＴＥを通じた「消費者負担」補助金を含め、あら

ゆる形態の輸出補助金を廃止すると述べている。こうした要請から、これまでの

ＷＴＯルールの下で規制されなかった「隠れた」輸出補助金の理論的な定義と実

践的な測定方法が必要になることは明らかである。本稿で提案しているＥＳＥは、 
「消費者負担」輸出補助金の効果的な計測方法となろう。 
 輸出補助金についてさらにもう一つ指摘しておきたい点がある。これまでのＷ

ＴＯルールの下で、輸出補助金に対する削減約束は国内政策に対するものよりも

厳格だった。一部の例では、不足払いが実際には国内支持ではなく輸出補助金で

あるとみなすべきであった場合でも、これを国内支持に分類することで低い削減

率が適用された。今後こうした不整合を回避するため、ある政策を輸出補助金に

分類するか、国内支持政策に分類するかを判断するための明確な定義が必要であ

る。ドーハ・ラウンドの枠組み合意では、貿易歪曲的な国内支持を大幅に削減す

ると述べている。これにより、国内政策と輸出補助金との区別によって引き起こ

されている削減率の不均衡を緩和することが可能になるかもしれない。 
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ドーハ・ラウンドをめぐる米国とカナダの見解 
 
 この報告の残りの部分では、米国とカナダがドーハ・ラウンドについてどう見

ているかを示す。米国の場合、米国の酪農協を代表する中心的な組織である全米

生乳生産者連盟（ＮＭＰＦ）に酪農家の意見が反映されているものと考える。米

国において、ＮＭＰＦは酪農家の声を代弁する中心的な政策立案ならびにロビー

活動組織の一つである。またカナダの場合には、Dairy Farmers of Canada（ＤＦ

Ｃ）にドーハ・ラウンドに関するその国の意見が反映されているものと考える。 
 
全米生乳生産者連盟の見解 
 
枠組み合意成立以前のＮＭＰＦの見解 
 この章では、ドーハ・ラウンドで行われた交渉に関するＮＭＰＦの見解につい

て要約する。すなわち、２００４年７月３１日に枠組み合意に達するまでのＮＭ

ＰＦの見解について検討する。この見解は、ＮＭＰＦの会長が２００４年５月１

９日に米国議会で行った証言にもとづく。 
 貿易の自由化全般に対する全米生乳生産者連盟（ＮＭＰＦ）の見解とは、要す

るに、酪農産業の規制を米国が一方的に緩和すべきではないというものである。

記録によれば、ＮＭＰＦとしては、乳製品のより自由な国際貿易を支持すると同

時に、より公正な国際貿易も追及している。ＮＭＰＦは、輸入に対して米国市場

を開放する前に、他の国々や地域（例えばＥＵやカナダ）が補助金や関税を大幅

に削減しなくてはならないと主張している。ＮＭＰＦでは、他の主要諸国／地域

が酪農市場を開放していないにもかかわらず、米国が自国の酪農市場を開放して

いることが極めて遺憾だとしている。 
 ＮＭＰＦとしては、貿易を自由化するためにこれまで行われてきた取り組みの

中でドーハ・ラウンドが最も重要であると信じている。彼らによれば２００２－

２００３年度には、補助されたＥＵからの輸出が乳製品の国際貿易の２５％を占

めた。日本、ＥＵ、カナダ、ブラジル、そして韓国などの主要な市場は高率の枠

外税率を伴う関税割当枠で手厚く保護されている。ＮＭＰＦは、これとは対照的

に米国が輸出補助金にそれほど頼らず、関税率もここで引き合いに出している

国々よりもかなり低いと主張している。 
 ＮＭＰＦは、米国が２００２年にドーハ・ラウンドで行った農業提案を強力に

支持している。彼らの主張によれば、乳製品の国際貿易を自由化する上で、この

提案は包括的かつ公正なものだった。この提案は、貿易歪曲的国内支持政策の大

幅な削減だけでなく、輸出補助金の完全な廃止を主張するものだった。この提案

では、高率の関税ほど引き下げ幅を大きくするよう義務づける「調和的な」算定

公式を通じて関税率の大幅な引き下げを要求するものだった。ＮＭＰＦにとって

最も重要な点は、この提案において乳製品を消費する主要な市場の同時開放を要

求していたことだった。しかしながら、米国が２００２年に行った提案は他の過
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半数の国々により否決され、交渉に当たっている米国の代表者は妥協するしかな

かった。 
 ＮＭＰＦでは、米国市場が、主にＥＵからの手厚く保証された余剰乳製品の

「廃棄場」(dumping ground)になっていると信じている。彼らの見解では、ドー

ハ・ラウンド交渉の市場アクセスに関係する側面に最も異論の余地があるという。

ＮＭＰＦの見方とは、基本的には、ＥＵ、カナダ、そして日本からなんら意味の

ある交換条件を受け取ることなく、米国が自国の市場を一方的に開放していると

いうものである。以上が、彼らが混合方式ではなく、初期の貿易交渉でもある程

度支持されていた調和的な関税率削減公式を使うことに固執する根拠になってい

る。 
 従って記録によれば、ＮＭＰＦは枠組み合意の成立まで、自由貿易交渉につい

て以下のような立場をとっていた。 
 
 １． 割当枠内、割当枠外、そして割当枠対象外の品目について米国に対等な

アクセスを認めない限り、米国へのアクセスの割当枠のこれ以上の拡大に一

切反対する。また、ＥＵが米国へのアクセスの増枠による恩恵を受ける場合、

特定の国が米国の乳製品に対する割当を増やすことでこれを補うべきである。 
 ２． 乳製品の「輸入の急増」による「価格押し下げ」効果に備えるため、

「セーフガード」を利用することを支持する。ＮＭＰＦは、乳製品輸入の

「急増」とこれによる価格の押し下げ効果を防止するため、米国への乳製品

輸入に対する輸入制限を強化することに基本的には賛成していた。 
 ３． 海外に保護されている市場が存在する限り、こうした市場に割当枠内お

よび割当枠外の乳製品に対するアクセスをさらに広げることに反対する。す

なわち、ＮＭＰＦは、米国の酪農産業を競争上不利にするようないかなる措

置にも反対していた。 
 
 それでは、ドーハ・ラウンド交渉の場で、貿易の自由化を促進するためにＮＭ

ＰＦが受け入れても良いと考えていたのはどのような内容であろうか。記録によ

れば、ＮＭＰＦは、ＥＵが一切の輸出補助金を廃止することを条件として、乳製

品輸出奨励計画（ＤＥＩＰ）を廃止することを支持していた。ＤＥＩＰ制度は、

米国で使われている唯一の直接的な輸出補助制度であり、その規模は手厚く保護

されているＥＵの輸出よりもかなり小さい。従って、ＤＥＩＰを廃止するのと引

き換えにＥＵの輸出補助をすべて廃止できれば、米国にとって有利な取引である。

米国（および他の国々）を代表して交渉している人々はこの点についてＥＵにか

なりの圧力を加えた。 
 この報告の冒頭で指摘したとおり、国家貿易企業（ＳＴＥ）も別な形の輸出補

助金である。しかしながら、ＮＭＰＦは、米国で使われているＳＴＥ（商品金融

公社： ＣＣＣ）には反対していない。彼らとしては、輸出と輸入について排他的 
特権を与えられ、貿易を歪曲しているとＮＭＰＦが信じるような「独占的な」Ｓ

ＴＥに反対しているのである。記録によれば、ＮＭＰＦは、国内の生乳全体をコ
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ントロールする排他的権利や国際市場に輸出する排他的権利をＳＴＥに認めるべ

きではないと述べている。こうしてみると、ＮＭＰＦは、米国のＣＣＣには問題

がない一方、一切の独占的なＳＴＥを廃止すべきだと主張しているように見える。 
 国内支持について、ＮＭＰＦは国内の酪農生産者を支持する政策を継続的に肯

定している。ＮＭＰＦは黄の政策と緑の政策を完全に廃止することに強力に反対

している。しかしながら、黄の政策にもとづいた補助金を削減することについて

は検討しており、また青の政策については、他の国々の生産者に実施されている

限り、米国の生産者にも実施すべきであると考えている。ＮＭＰＦでは、ハーモ

ナイゼーション過程による輸出補助金の削減や市場への互恵的なアクセスの拡大

と同時に進める場合に限り、米国も国内支持の削減を受け入れてもよいと主張す

る。 
 ＮＭＰＦは米国の加工原料乳価支持制度（ＤＰＳＰ）を継続することを擁護し、

この制度がＷＴＯにより不当に批判されていると感じている様子である。彼らは、

ＷＴＯがＤＰＳＰによる生産者支持を二重にカウントしており、これによって歪

曲的効果が水増しされていると主張する。支持価格が低かったため、この制度は

１９９９年まで国内市場価格にほとんど影響を及ぼさなかった。しかしながら、

ＷＴＯでは、この制度に対する財政負担がほぼゼロだった時期についても、カウ

ントに加え、ＤＰＳＰによる支持費用を年間で４５億ドルと推定している。さら

に、ＮＭＰＦでは、ＥＵの支持制度が米国のＤＰＳＰよりもはるかに貿易歪曲的

であると信じている。逆にＥＵでは、これとは異なる計算方法にもとづき、米国

よりも大幅に少ない金額を報告している。 
 要するに、ＮＭＰＦは、協定が公正、公平、かつ包括的なものである限り、貿

易の自由化に賛成であると述べている。貿易の自由化に関するＮＭＰＦの見解に

は３本の「柱」がある。第一に、輸出補助金は廃止する必要がある。第二に、米

国だけでなく、乳製品を消費する主要な市場、すなわちＥＵ、日本、そしてカナ

ダにおける市場アクセスを拡大しなくてはならない。最後に、国内の酪農部門の

活力を維持するため、ＮＭＰＦでは国内支持政策を維持することに賛成している。 
 
ドーハ・ラウンドの枠組み合意に対する立場 

 ＮＭＰＦは、ドーハ・ラウンドの枠組み合意にかなり満足している。以下では、

枠組み合意が成立してから１週間後にＮＭＰＦが行った報道発表にもとづき、Ｎ

ＭＰＦの見解について要約する。 
 ＮＭＰＦでは、今後の枠組みが「米国の酪農生産者、加工業者、そして輸出業

者にとって明るい展望」を与えると信じている。ＮＭＰＦの会長兼最高経営責任

者は、「これはドーハ・ラウンドにとって小さな一歩に過ぎないものの、交渉を

完了し、世界貿易の調停役としてのＷＴＯの信用を高めるという大局的な展望に

立てば大きな飛躍である」と宣言した。ＮＭＰＦでは、これが極めて前向きな第

一歩であると感じているものの、この報告の前の節で検討した乳製品貿易に関す

る彼らの主張を実現するためには、なおいっそうの努力が必要であると信じてい

る。 
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 ドーハ・ラウンドの枠組み合意において、少なくとも机上では、輸出補助金を

完全に廃止することで合意した。ＮＭＰＦでは、この結果に極めて満足しており、

これにより、乳製品のために輸出補助金を湯水のように使っている欧州連合によ

る輸出に対し、米国の乳製品がこれまでよりも自然な形で競争できると主張する。 
 またＮＭＰＦでは、ドーハ・ラウンドの枠組み合意においてＥＵ、スイス、日

本、そしてカナダなどの重要な市場を保護してきた高率な関税を引き下げること

が盛り込まれたことにも満足している。ＮＭＰＦによる最近の報道発表によれば、

「こうした規定により、米国が市場アクセスを自由化するのと引き換えに、他の

多くの主要な乳製品市場においても米国を上回る市場アクセスの自由化を確保で

きる可能性が生じた。これにより、米国が自国の酪農に対する合理的な水準の関

税保護を維持しつつ、海外の輸出障壁が引き下げられることもあいまって、米国

の乳製品輸出の競争力を高めることができる」。 
 またＮＭＰＦでは、枠組み合意において一定水準の国内農業支持の継続を認め

る一方、他の国々で利用している高水準の支持を米国の農業部門で実施されてい

るような低水準の支持と調和させるよう義務づけていることに好意的だった。こ

の結果は、２００４年７月に合意に達する以前のＮＭＰＦのＷＴＯに関する見解

にも一致している。 
 
カナダの酪農家の見方 

 

ＷＴＯに関する一般的な見方 

 カナダでは、高水準の国内生産者乳価を支持するために厳格な供給管理制度を

利用している。この供給管理制度は、１９６０年代以来、カナダの酪農政策の根

幹をなしてきた。このため、ＷＴＯ交渉に臨むカナダの立場は、常に自国の供給

管理制度を保護することから始まっていた。国内の生産量と需要を均衡させるこ

とを目的とする制度は、それがいかに厳格に運用されようとも、当然、厳格な輸

入管理に依存せざるを得ない。カナダにおいて供給管理制度が極めて効果的に機

能し、これを廃止するよう求めるいかなる自由貿易協定も全く受け入れられない

とするのが Dairy Farmers of Canada（ＤＦＣ）の見解である。 
 従ってカナダの代表たちは、供給管理制度の廃止を求めるようないかなる提案

にも反対すべく確固たる態度を貫いた。事実、供給管理制度の存在するカナダの

５つの品目の生産者団体すべてが、いかなる代償を払っても自国の供給管理制度

を保護するようカナダの代表たちに統一して呼びかけるため、「ＳＭ－５」と呼

ばれるロビー団体を結成した。ＤＦＣの場合、酪農分野の供給管理制度を維持す

る目的だけでなく、カナダで供給管理が実施されている他の４つの産品について

もロビー活動を行っている。 
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 この供給管理制度を維持するため、カナダでは、ＷＴＯについて以下の立場を

とっていた8。 
 
 １． 関税割当を既存（ドーハ・ラウンド前）の水準に維持すること。カナダ

における現在の国内の需給バランスを保全するためにはそうする必要があっ

た。輸入が増加した場合、農家にとって、現在の市場価格での均衡が脅かさ

れることになる。ＤＦＣでは、「このアプローチの利点について認識」した

上で政府としての公式な貿易政策を採用するようカナダ政府に促していた。 
 ２． それぞれの食料品について、市場アクセスを市場における消費量の５％

に拡大すべきである。関税率を引き下げるよりも、関税割当を通じて市場ア

クセスを５％拡大する方が「効果的」である。この市場アクセスの５％の拡

大は関税率の引き下げよりも供給管理制度と両立しやすい。 
 ３． 市場へのミニマム・アクセスを（例えば牛肉、乳製品、豚肉、小麦、大

麦など）品目グループ別に設定し、その割合をそれぞれのグループ内のすべ

ての品目に適用する。 
 ４． アクセス枠内の輸入に適用する関税率をゼロにする。市場アクセスを実

質的に制限するような単純な関税については関税割当とともに削減する。カ

ナダの場合、ＤＦＣは、バターの関税割当の独占的な管理主体としての権限

をカナダ酪農委員会に与えることに好意的である。 
 ５． 関税割当管理ルールにおいて、約束したアクセスの水準にとってＳＴＥ

が障害とならない限り、関税割当の管理権限をＳＴＥに認めるべきである。 
 ６． 政府支持価格などの生産者価格形成メカニズムの「正当性」について認

識すべきである。カナダの人々は、こうした価格形成制度が公平かつ公正で

あり、市場志向の政策よりも望ましいと信じている。 
 ７． ＤＦＣでは、国内支持合計額（ＡＭＳ）を利用することに反対しており、

国ごとの貿易歪曲水準を計測するための手段として正確さに欠けることを他

のＷＴＯ加盟国に示すようカナダの代表たちに求めている。ＤＦＣでは、特

にカナダのように政府の移転支出を伴わない価格形成システムを有する国に

ついてはＡＭＳは不適切であると主張する。 
 ８． ＤＦＣでは、カナダが自国の支持制度に柔軟に資金を供給する自由を確

保するため、国内支持の度合いの総合的な計測を継続することを支持してい

る。 
 ９． ＤＦＣは、ＡＭＳの利用に反対しているものの、ＡＭＳを算定するのに

使っている数量をカナダ酪農委員会が実際に設定した製品の数量に限定する

ようカナダ政府に求めている。 

                                                           
8 これらの勧告は、Dairy Farmers of Canada が２００１年に作成した文書にもとづいており、その内

容は同団体のホームページに掲載されている。 
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 １０．ＤＦＣは青の政策を廃止すること希望しており、黄の政策については最

小限の政策としての適用除外を維持するべく努力するようカナダ政府に求め

ている。 
 １１．米国の立場と同様、ＤＦＣも乳製品に対する財政負担による一切の輸出

補助金の廃止に賛成している。また何が輸出補助金を構成するかの明確な定

義も必要である。国際食料援助、輸出信用、そして輸出奨励計画の利用を規

律するため、より厳格かつ公正なＷＴＯルールが必要である。 
 
ドーハ・ラウンド枠組み合意に関する見解 

 ドーハ・ラウンドの枠組み合意をめぐってカナダにとって重要だった点は、Ｗ

ＴＯのもとで供給管理措置が規制されないことである。従ってＤＦＣとしてはこ

の結果に満足していても不思議ではない。 
 枠組み合意に対するＤＦＣの評価はプラスもマイナスでもなく、どちらかとい

えば、「用心深い中立」とも呼ぶべきものである。この団体では、枠組み合意が

交渉期間中の草案よりも確かに優れていると考えているものの、ＤＦＣとしては、

国内支持、輸出競争、そして市場アクセスに重大な関心を抱いている。 
 ＤＦＣでは、割当超過関税の強制的な削減に反対したカナダの代表たちの姿勢

を評価している。割当超過関税を維持することが「カナダにおいて供給管理を継

続する上で決定的に重要」であるとするのがＤＦＣの公式見解である。 
 筆者(Kaiser)は、枠組み合意に対する反応を探るため、ＤＦＣの高官と面談した。

彼の話によれば、現時点においては枠組みは十分に広いものであるため、カナダ

としては自国の立場を主張し続けることが可能である。とはいえ、多くの点にお

いて、それほど問題が解決したとは考えられない。さらに、カナダにとって不安

材料となっている多くの問題についてこれから交渉しなくてはならない。これは、

（１）市場アクセスに関する条項と（２）国内支持に関する条項に当てはまる。 
 市場アクセスに関する条項について、カナダは、割当枠超過関税のこれ以上の

いかなる強制的な削減にも反対する立場を堅持している。この問題にはまだ決着

がついておらず、どうなるかわからないというのがその高官の意見だった。彼は、

枠組み合意に、カナダがある程度柔軟に対応する余地があると感じていた。彼は

「乖離」の概念について、２つの異なる算定公式が議論されていると語った。７

月前半に議論された最初の公式は、関税を削減するための階層方式であり、例え

ば関税の削減目標が５０％である場合、その国が目標から乖離しているほど、そ

の国にとってのミニマム・アクセスを広げることになる。乖離に関する２つ目の

方式は、その国が自国にとって「センシティブ」であるとみなす品目の数にもと

づいたもので、例えばセンシティブな品目の数が多いほど、ミニマム・アクセス

を広げることになる。カナダは、乖離に関する後者の概念を支持している。 
 ＤＦＣでは、センシティブな品目に関する枠組み合意の条項に満足している。

カナダが供給管理を維持するためには、国境保護が必要である。ＤＦＣによれば、

センシティブな品目を保全し、これを例外的に扱えることは有利である。しかし
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ながら、具体的な内容についてはこれから交渉する必要があり、ＤＦＣがこの協

定を支持するか、これに反対するかは最終的には今後の経過に左右される。 
 国内市場をめぐる問題について、私が話した高官は、支持の全体水準は米国に

とってもＥＵにとってもそれほど重要ではないと感じていると語った。また支持

の全体水準は、カナダにとってもそれほど重要ではない。具体的な内容を煮詰め、

自国に及ぶ影響についてカナダが検討するのは交渉の次の段階のことである。支

持に上限規制を設けた場合、それがいかなるものであれカナダと米国に影響を及

ぼす。 
 
結  論 
 
 さまざまな理由から、多くの国々において、酪農部門は最も規制の強い産業部

門の一つであった。第一に、生乳は歴史的に、特に子供たちにとって基礎的食料

であると考えられてきたこと。第二に、継続的な生産、高度な腐敗性、需給の季

節的な不均衡、そして極度に低い需給の価格弾力性などの点で特殊な品目であり、

こうした特性が、一時的な価格変動や市場支配力など、市場における内在的な不

安定性の原因となってきたこと。第三に、生乳市場が伝統的に地域的かつ寡占的

な性質を備えていたため、このことが生乳の買い手の市場支配力を酪農家よりも

はるかに強めたこと。第四に、オセアニア諸国と欧米諸国との間で生乳生産の比

較優位に極めて大きな格差があり、欧米諸国が国内価格を国際価格よりも高く維

持するためには国境措置を実施しなくてはならなかったこと。最後に、酪農協が、

国内の酪農家を保護するための法令や政策の形成を極めて効果的に推し進めたこ

と。従って、乳製品の国境措置を大幅に削減することについてはいかなるもので

あれ国際的な合意を得ることが困難な可能性がある。その結果、今後のＷＴＯ交

渉においても乳製品が例外的に扱われる可能性が高い。 
 ドーハ・ラウンド枠組み合意にはこうした状況が織り込まれているように見え

る。枠組み合意の下では、関税率の水準に応じて品目を分類し、税率の低い品目

よりも高い品目の引き下げ幅を大きくしなくてはならない。しかしながら、各国

は、一定の品目について「センシティブな」品目に指定し、これを以後の改革の

対象から除外することができる。多くの国々が、この規定を使い、乳製品を除外

する選択をする可能性がある。 
 しかしながら、新たなドーハ・ラウンド枠組み合意では、支出について品目別

の上限規制を設け、最も貿易歪曲的な形態の措置を大幅に削減するよう求めてい

る。これは、国内支持を削減するための基準値として国内支持合計額の総額を使

っていたこれまでのＷＴＯルールを変更することになる。一部の国々では現在有

効な価格支持制度を実施しており、これまでのＷＴＯルールではこれを十分にＡ

ＭＳに算入していなかった。米国およびカナダを含め、欧米諸国では、酪農部門

がＡＭＳ額のかなりの割合を占めているため、品目別の支出の上限規制を実施し

た場合、酪農部門に最も深刻な影響が及ぶ。国内の行政価格と国際参照価格の定
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義について詳細に見直し、米国とカナダのＡＭＳを算定する際にこうした制度を

十分にカウントするべきである。 
 さらに、この合意では、輸出信用制度や国家貿易企業（ＳＴＥ）を含め、あら

ゆる形態の輸出補助金を廃止するよう定めている。このことは、各国が自国の余

剰乳製品を海外の市場で処分する機会を制限する。現在、多くの国々において、

国内価格を高く維持しつつ、余剰乳を削減もしくは処分する措置が導入されてい

る。ＷＴＯルールにより規制されていない供給管理は今後も利用することができ

る。ＷＴＯルールの下で明白な輸出補助金は制限されているものの、多くの国々

が「消費者負担」輸出補助金相当額（ＥＳＥ）として定義できる、不透明な乳製

品輸出奨励措置を利用している。ドーハ・ラウンド枠組み合意ではあらゆる形態

の輸出補助金を対象に含めているため、「消費者負担」ＥＳＥも廃止すべきであ

る。従って、これまでのＷＴＯルールの下で規制されなかったこれらの「隠れ

た」輸出補助金を理論的に明らかにし、実践的に計測する必要がある。本稿で定

義しているＥＳＥは、ドーハ・ラウンドが最終的な合意に達するのに必要とされ

る「消費者負担」輸出補助金を計測するための有用な手段となる。 
 ドーハ・ラウンドでは、国内支持制度や輸出補助金がウルグアイ・ラウンドよ

りも大幅に削減されるものの、「センシティブな」品目を関税削減約束の対象か

ら除外できるため、ドーハ・ラウンド後の貿易がいっそう自由化された世界にお

いて一部の国々の酪農部門が生き残る助けになる。これらの国々にとっての重要

な懸念は、ドーハ・ラウンドの下で余剰乳処分措置も同時に制限されることであ

る。余剰乳を海外の市場で廃棄することが困難になるため、国境保護や国内の高

価格を継続している国々は、今後は国内供給管理制度に頼らざるを得ない。 
 ドーハ枠組み合意に対する米国の立場について、ＮＭＰＦでは、合意が公正、

公平、かつ包括的なものである限り、貿易のいっそうの自由化を支持すると述べ

ている。自由貿易に関する彼らの見解には３本の「柱」がある。第一に、輸出補

助金は廃止する必要がある。第二に、米国だけでなく、乳製品を消費する主要な

市場、すなわちＥＵ、日本、そしてカナダにおける市場アクセスを拡大しなくて

はならない。最後に、国内の酪農部門の活力を維持するため、ＮＭＰＦでは国内

支持政策を維持することに賛成している。 
 ＮＭＰＦは、ドーハ・ラウンドの枠組み合意にかなり満足している。ＮＭＰＦ

では、これが極めて前向きな第一歩であると感じているものの、この報告の前の

節で検討した乳製品貿易に関する彼らの主張を実現するためにはなおいっそうの

努力が必要であると信じている。ＮＭＰＦでは、この枠組みにより輸出補助金が

完全に廃止されることに極めて満足しており、これにより、乳製品のために輸出

補助金を湯水のように使っている欧州連合による輸出に対し、米国の乳製品がこ

れまでよりも自然な形で競争できると主張する。またＮＭＰＦでは、ドーハ・ラ

ウンドの枠組み合意において、ＥＵ、スイス、日本、そしてカナダなどの重要な

市場を保護してきた高率な関税を引き下げることが盛り込まれたことにも満足し

ている。またＮＭＰＦでは、枠組み合意において一定の水準の国内農業支持の継

続を認める一方、他の国々で利用している高水準の支持を米国の農業部門で実施
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されているような低水準の支持と調和させるよう義務づけていることに好意的だ

った。 
 ドーハ枠組み合意に関するカナダの心情は中立的であり、同国では最も重要な

交渉がこれからだと考えている。ＤＦＣでは、枠組み合意が交渉期間中の草案よ

りも確かに優れていると考えているものの、ＤＦＣとしては、国内支持、輸出競

争、そして市場アクセスに重大な関心を抱いている。ＤＦＣでは、現時点におい

ては枠組み合意は十分に広いものであるため、カナダとしては自国の立場を主張

し続けることが可能であると信じている。とはいえ、多くの点において、それほ

ど問題が解決したとは考えられない。さらに、カナダにとって不安材料となって

いる多くの問題についてこれから交渉しなくてはならない。これは、（１）市場

アクセスに関する条項と（２）国内支持に関する条項に当てはまる。 
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